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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】軽量化することが可能であって、かつ、清掃し
やすいポータブルトイレを提供する。
【解決手段】ポータブルトイレ１は、縁壁によって区画
された開口部が形成された上面部を有するトイレ本体部
２の受け部３と、上面部の縁壁を介して受け部３の開口
部の中に着脱可能に装着される、開口部６０を有するバ
ケツ６と、開口部４０を有し、バケツ６の上方において
上面部へ回動自在に取り付けられる便座４とを備える。
バケツ６の底面部は、バケツ６が受け部３の開口部の中
に装着された状態において、前方から後方に向かって水
平面に対して略一定の傾斜角度を有し、前方側が高く、
後方側が低くなるように配置される傾斜部を含む。また
、バケツ６の中に１リットルの体積の水が収容されると
きの水面は、開口部６０の重心Ｇから１２～１６ｃｍ下
方の距離に位置する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縁壁によって区画された第１の開口部が形成された上面部を有するトイレ本体部と、
　前記上面部の前記縁壁を介して前記第１の開口部の中に着脱可能に装着される、第２の
開口部を有するバケツと、
　第３の開口部を有し、前記バケツの上方において前記上面部へ回動自在に取り付けられ
る便座とを備え、
　前記バケツの底面部は、前記バケツが前記第１の開口部の中に装着された状態において
、前方から後方に向かって水平面に対して略一定の傾斜角度を有し、前方側が高く、後方
側が低くなるように配置される傾斜部を含み、
　前記バケツの中に１リットルの体積の水が収容されるときの水面は、前記第２の開口部
の重心から１２～１６ｃｍ下方の距離に位置する、ポータブルトイレ。
【請求項２】
　前記バケツは前面部を有し、
　前記前面部は、前記バケツの内部に向けて隆起しており、かつ、前記バケツの上部から
下部まで尾根状に延びる隆起部と、前記隆起部の左右方向両側に配置されて前記隆起部に
沿って前記バケツの上部から下部まで谷状に延びる樋部とを含む、請求項１に記載のポー
タブルトイレ。
【請求項３】
　前記バケツの内側壁面には、前記バケツの中に１リットルの体積の水が収容されるとき
の水面の位置を示す印が設けられている、請求項１または請求項２に記載のポータブルト
イレ。
【請求項４】
　前記バケツは、前記バケツに対して回動自在であるように回動軸に軸支された取っ手を
有し、
　前記回動軸は、前記バケツの中に前記印の位置まで水を収容した状態で使用者が取っ手
を保持して前記バケツを吊り下げた場合に、水を収容した前記バケツの重心と前記回動軸
とが略鉛直線上に整列するように配置されている、請求項３に記載のポータブルトイレ。
【請求項５】
　前記傾斜部は、前記バケツが前記第１の開口部の中に装着された状態において、少なく
とも前記第３の開口部の短径方向の幅が最大となる位置の鉛直下に配置されている、請求
項１から請求項４までのいずれか１項に記載のポータブルトイレ。
【請求項６】
　水平面に対する前記傾斜部の傾斜角度は、前記バケツが前記第１の開口部の中に装着さ
れた状態において、少なくとも５°以上である、請求項１から請求項５までのいずれか１
項に記載のポータブルトイレ。
【請求項７】
　前記上面部の上側表面において前記縁壁の外側には溝部が形成されている、請求項１か
ら請求項６に記載のポータブルトイレ。
【請求項８】
　前記バケツは、前記バケツに対して回動自在であるように回動軸に軸支された取っ手を
有し、
　前記溝部は、前記バケツが前記第１の開口部の中に装着された状態において、前記取っ
手の少なくとも一部が前記溝部の内部に収容されるように構成されている、請求項７に記
載のポータブルトイレ。
【請求項９】
　前記バケツが前記第１の開口部の中に装着された状態で前記取っ手の少なくとも一部が
前記溝部の内部に収容された状態において、前記溝部の内側底面と前記取っ手とが離間さ
れるように前記取っ手を支持する取っ手支持部を有する、請求項８に記載のポータブルト
イレ。
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【請求項１０】
　前記バケツは前記バケツの外側に張り出すように形成されるフランジ部を含み、
　前記フランジ部は下側に向かって延びる折り返し部を含み、
　前記フランジ部の外径は前記第１の開口部の径よりも大きく、
　前記折り返し部は、前記バケツが前記第１の開口部の中に装着された状態において、前
記溝部の内部において前記縁壁の側面に対向するように配置される、請求項７から請求項
９までのいずれか１項に記載のポータブルトイレ。
【請求項１１】
　前記バケツは前記バケツの外側に張り出すように形成されるフランジ部を含み、前記フ
ランジ部の外径は前記第１の開口部の径よりも大きい、請求項１から請求項１０までのい
ずれか１項に記載のポータブルトイレ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的にはポータブルトイレ（移動式簡易便器）に関し、特定的には、汚物
を収容するバケツがトイレ本体部に着脱可能に装着されるポータブルトイレに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば高齢者や移動の困難な人が居室や寝室等で用を足すために、ポータブルト
イレが使用されている。ポータブルトイレは、少なくとも、便座と、便座の下方に配置さ
れる汚物を収容する容器を備えており、汚物容器は、ポータブルトイレに着脱可能に装着
される。汚物容器は、使用後にポータブルトイレから取り外して内容物を廃棄し、清掃さ
れなくてはならず、また、次の使用時までに再びポータブルトイレに正しく装着されなく
てはならない。そこで、汚物容器をポータブルトイレに着脱しやすく、清掃しやすくする
必要性がある。
【０００３】
　例えば、特開２００５－１５２３４０号公報（特許文献１）には、使用時に温水にて洗
浄可能な温水洗浄装置が付設されたポータブルトイレが提案されている。このポータブル
トイレでは、汚物容器（汚物ポット）が正しい使用位置に装着されていない場合に誤って
使用することを防止するために、汚物ポットと便座が支持部材に支持されており、支持部
材は支持フレームに着脱可能に載置されており、便座を跳ね上げた後、支持部材を前方に
引き出すことで汚物ポットを前方に移動させ、支持部材を後方へ押し込むことで汚物ポッ
トを後方に押し込むことが提案されている。
【０００４】
　特許文献１ではまた、支持部材のポット支持部の前半部のみに汚物ポットの取っ手が収
納され、支持部材をポット取り出し位置に引き出した際、汚物ポットの取っ手が常に手前
側に位置することになり、作業性が良好となることも記載されている。
【０００５】
　特許文献１ではさらに、汚物ポットの支持部材の裏面にガイドレールを形成することに
よって、支持部材の移動時の摩擦抵抗を減少して、軽快に摺動させることも提案されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１５２３４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載のポータブルトイレでは、汚物容器（汚物ポット）の
重量については着目されていない。温水洗浄装置が付設されているポータブルトイレでは
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もちろん、温水洗浄装置が付設されていないポータブルトイレであっても、臭いの発生を
防いだり、使用後の清掃を容易にするために、汚物容器内には予め所定の量の水が貯めら
れることが多い。そのため、汚物容器は、それ自体が樹脂製で軽くても、汚物容器をポー
タブルトイレから取り外す時には、水と汚物とで重量化する。
【０００８】
　そこで、この発明の目的は、汚物容器を軽量化することが可能であって、かつ、清掃し
やすいポータブルトイレを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、臭いの発生を防いだり、使用後の清掃を容易にするために十分な量の水
を収容しながら、軽量化することが可能なポータブルトイレの汚物容器の構成を鋭意検討
した。そして、汚物容器内の所定の水位を保つために必要な水の量を減少させて、より少
ない水量で、防臭や防汚を実現することが可能な水位を得ることのできる構成を見出した
。
【００１０】
　この発明に従ったポータブルトイレは、縁壁によって区画された第１の開口部が形成さ
れた上面部を有するトイレ本体部と、上面部の縁壁を介して第１の開口部の中に着脱可能
に装着される、第２の開口部を有するバケツと、第３の開口部を有し、バケツの上方にお
いて上面部へ回動自在に取り付けられる便座とを備える。
【００１１】
　バケツの底面部は、バケツが第１の開口部の中に装着された状態において、前方から後
方に向かって略一定の傾斜角度を有し、前方側が高く、後方側が低くなるように配置され
る傾斜部を含む。また、バケツの中に１リットルの体積の水が収容されるときの水面は、
第２の開口部の重心から１２～１６ｃｍ下方の距離に位置する。
【００１２】
　この発明に従ったポータブルトイレにおいては、バケツは前面部を有する。前面部は、
バケツの内部に向けて隆起しており、かつ、バケツの上部から下部まで尾根状に延びる隆
起部と、隆起部の左右方向両側に配置されて隆起部に沿ってバケツの上部から下部まで谷
状に延びる樋部とを含むことが好ましい。
【００１３】
　この発明に従ったポータブルトイレにおいては、バケツの内側壁面には、バケツの中に
１リットルの体積の水が収容されるときの水面の位置を示す印が設けられていることが好
ましい。
【００１４】
　この発明に従ったポータブルトイレにおいては、バケツは、バケツに対して回動自在で
あるように回動軸に軸支された取っ手を有し、回動軸は、バケツの中に印の位置まで水を
収容した状態で使用者が取っ手を保持してバケツを吊り下げた場合に、水を収容したバケ
ツの重心と回動軸とが略鉛直線上に整列するように配置されていることが好ましい。
【００１５】
　この発明に従ったポータブルトイレにおいては、傾斜部は、バケツが第１の開口部の中
に装着された状態において、少なくとも第３の開口部の短径方向の幅が最大となる位置の
鉛直下に配置されていることが好ましい。
【００１６】
　この発明に従ったポータブルトイレにおいては、水平面に対する傾斜部の傾斜角度は、
バケツが第１の開口部の中に装着された状態において、少なくとも５°以上であることが
好ましい。
【００１７】
　この発明に従ったポータブルトイレにおいては、上面部の上側表面において縁壁の外側
には溝部が形成されていることが好ましい。
【００１８】
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　この発明に従ったポータブルトイレにおいては、バケツは、バケツに対して回動自在で
あるように回動軸に軸支された取っ手を有し、溝部は、バケツが第１の開口部の中に装着
された状態において、取っ手の少なくとも一部が溝部の内部に収容されるように構成され
ていることが好ましい。
【００１９】
　この発明に従ったポータブルトイレにおいては、バケツが第１の開口部の中に装着され
た状態で取っ手の少なくとも一部が溝部の内部に収容された状態において、溝部の内側底
面と取っ手とが離間されるように取っ手を支持する取っ手支持部を有することが好ましい
。
【００２０】
　この発明に従ったポータブルトイレにおいては、バケツはバケツの外側に張り出すよう
に形成されるフランジ部を含むことが好ましい。フランジ部の外径は第１の開口部の径よ
りも大きいことが好ましい。さらに、フランジ部は下側に向かって延びる折り返し部を含
み、折り返し部は、バケツが第１の開口部の中に装着された状態において、溝部の内部に
おいて縁壁の側面に対向するように配置されることが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレの蓋と補助蓋を開放した状態の全体
を示す斜視図である。
【図２】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレの便座を上げた状態の全体を示す斜
視図である。
【図３】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレの便座を上げて補助蓋を取り外した
状態の全体を示す斜視図である。
【図４】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレの便座を上げてバケツを取り外した
状態の全体を示す斜視図である。
【図５】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレのトイレ本体部の構成部材の一部を
示す分解斜視図である。
【図６】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレの主要な構成部材を示す分解斜視図
である。
【図７】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレのバケツとバケツの補助蓋を示す斜
視図である。
【図８】図７に示すバケツをＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線の方向から見たときの状態を示す断面
図である。
【図９】図８に示すバケツをＩＸ－ＩＸ線の方向から見たときの断面を示す一部断面斜視
図である。
【図１０】図８に示すバケツをＸ－Ｘ線の方向から見たときの断面を示す一部断面斜視図
である。
【図１１】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレの受け部の全体を示す斜視図であ
る。
【図１２】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレの受け部にバケツと便座を装着し
た状態について、上方から見たときの状態を示す図（Ａ）と、中央側断面を示す図（Ｂ）
である。
【図１３】バケツと受け部を、中央部から後方に向かって見たときの状態を示す断面図で
ある。
【図１４】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレの補助蓋の全体を示す斜視図であ
る。
【図１５】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレの補助蓋の下面を示す図である。
【図１６】図１４に示す補助蓋をＸＶＩ－ＸＶＩ線の方向から見たときの状態を示す断面
図である。
【図１７】本発明の一つの実施形態のポータブルトイレのバケツに補助蓋を取り付けた状
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態を示す中央側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の説明において、前
後、左右、上下等の方向は、ポータブルトイレに正常に腰掛けた状態の使用者から見た方
向で表わされる。例えば、ポータブルトイレに正常に腰掛けた状態の使用者の正面側をポ
ータブルトイレの前方側または正面側とし、使用者の背面側をポータブルトイレの後方側
または背面側とする。図面中に矢印で示すＦ，Ｂ，Ｒ，Ｌは、それぞれ、その図に表され
る部材の前方側、後方側、右側、左側を示す。
【００２３】
　まず、ポータブルトイレの主な構成について説明する。
【００２４】
　図１に示すように、本発明の一つの実施形態のポータブルトイレ１は、主に、上面部に
開口部が形成されたトイレ本体部２と、開口部を覆うことが可能であるように取り付けら
れた蓋部５と、トイレ本体部２の上面部と蓋部５との間に配置される便座４と、開口部の
内部に装着されるバケツ６とを備える。なお、図１には、後述する補助蓋が外された状態
が示されている。
【００２５】
　トイレ本体部２は、主に、箱部２３と、枠部２４と、後述する受け部とを含む。箱部２
３は、トイレ本体部２の下部を構成する、内部に空洞が形成されて上面が開口された箱で
あり、トイレ本体部２を支持する脚部２２を有する。枠部２４は、箱部２３の上に載置さ
れて枠部２４を支持する台座部２４１と、後述するように台座部２４１の中央部に凹部と
して形成されたバケツ収納部と、台座部２４１の左右方向の端部において上面から上に向
かって延在する支柱２００と、支柱２００に支持される肘掛け２０と、台座部２４１の後
部において上面から上に向かって延在する背もたれ２１とを有する。枠部２４が箱部２３
の上に載置された状態では、台座部２４１の下面の凹部（図示しない）に箱部２３の上端
部がはめ込まれ、ビス止めされて、箱部２３と枠部２４とが連結される。箱部２３の前面
部２３１と枠部２４の前面部２４３とは、滑らかに連続するように連結されている。箱部
２３は、上部で外径が大きく、下部で外形が小さくなるように、前面部２３１が傾斜され
ている。
【００２６】
　トイレ本体部２の上面部には、便座４が、バケツ６の上方から回動自在に取り付けられ
る。便座４の中央部には開口部４０が形成されている。開口部４０の周囲は、この実施形
態においては、Ｃ字形状ではなくＯ字形状のように、周囲が閉じている。なお、開口部４
０の周囲は閉じていなくてもよい。
【００２７】
　図２に示すように、便座４は、枠部２４に対して回動可能に取り付けられている。便座
４を上向きに回動させると、台座部２４１の上面に装着された受け部３が露出する。図２
では、バケツ６の開口部を補助蓋７で閉塞している。補助蓋７の外形は、バケツ６の開口
部の全体を覆うように、開口部の外形と略相似形状に形成されている。補助蓋７の蓋板７
０の中央部には、補助蓋７の取っ手７４が配置されている。バケツ６には取っ手６５が取
り付けられている。バケツ６の取っ手６５は、後述するように、受け部３の取っ手支持部
によって、バケツ６の開口部の上端よりも高い位置において支持されている。
【００２８】
　図３に示すように、使用者が補助蓋７の取っ手７４を保持して補助蓋７を取り外すと、
バケツ６の内部が露出する。バケツ６の周囲において、受け部３の上面は、バケツ６の開
口部６０を形成する、バケツ６の上端部よりも低い位置に配置されている。
【００２９】
　図４に示すように、バケツ６は、受け部３に着脱可能に装着されている。受け部３の上
面には、縁壁３１によって、縁壁３１の内側に開口部３０が形成されている。縁壁３１の
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外側には、溝部３２が形成されている。
【００３０】
　図２から図４に示すように、受け部３は、台座部２４１の上に載置される環状の部材で
ある。受け部３の中央には、縁壁３１で囲まれて区画された開口部３０が形成されている
。開口部３０の周囲は、この実施形態においては、Ｃ字形状ではなくＯ字形状のように、
閉じている。なお、開口部３０の周囲は閉じていなくてもよい。受け部３の上面には、開
口部３０の外側を囲むように、環状の溝部３２が形成されている。
【００３１】
　次に、ポータブルトイレ１の組み立てについて説明する。
【００３２】
　図５に示すように、トイレ本体部２の箱部２３は、上面が開口した中空の箱状に形成さ
れている。枠部２４の中央部には、バケツ収納部２４２が凹状に形成されている。枠部２
４を箱部２３の上に載置すると、枠部２４に取り付けられている肘掛け２０の支柱２００
の下端が、箱部２３の内側に形成されている穴２３２に挿入され、また、台座部２４１の
下面の凹部（図示しない）に箱部２３の上端部がはめ込まれて、枠部２４と箱部２３が連
結される。枠部２４と箱部２３とが連結されると、バケツ収納部２４２は箱部２３の内側
に収容される。
【００３３】
　図６に示すように、枠部２４と箱部２３とを連結した後、受け部３を枠部２４に装着す
る。受け部３の軸受け部３５には、便座４と蓋部５とが回動可能に取り付けられている。
受け部３は、枠部２４に載置することによって枠部２４に装着される。次に、蓋部５と便
座４とを上げた状態で、バケツ６を受け部３に装着する。バケツ６は、受け部３の縁壁３
１を介して、開口部３０の中に装着される。バケツ６の取っ手６５は、受け部３の突起３
４に支持される。開口部３０は開口部６０よりも大きく、開口部６０は開口部４０よりも
大きい。バケツ６の補助蓋７は、バケツ６に直接、被せられてもよいし、便座４の上から
バケツ６を覆うように便座４上に被せられてもよい。このようにして、ポータブルトイレ
１が組み立てられる。
【００３４】
　以上のように、本発明のポータブルトイレ１のトイレ本体部２は、大きく分けると、箱
部２３と枠部２４と受け部３とに分割されている。トイレ本体部２は、ポータブルトイレ
１の使用時だけでなく移動時や清掃時に力が加えられるものである。このような外力に対
してトイレ本体部２の強度を高め、変形を防ぐためには、例えば開口部分の縁や側面に折
り返しリブや補強リブなどを設けたり、便座４よりも低い部分をパネルで覆っていわゆる
ボックス構造にしたりすることが知られている。
【００３５】
　しかしながら、開口部分の縁や側面にリブを設けると、リブがトイレ本体部２の外周面
から突出し、使用者が脚を引っ掛けやすくなるなど、障害物となり得る。一方、便座４よ
りも低い部分をパネルで覆ってボックス構造にすると、成形性やメンテナンス性が低下す
る。
【００３６】
　そこで、この実施形態においては、トイレ本体部２を箱部２３と枠部２４と受け部３と
から構成し、箱部２３の上端部に枠部２４の下面の凹部を被せ、箱部２３の前面部２３１
と枠部２４の前面部２４３とは、滑らかに連続するように、面一になるように連結されて
いる。このようにすることにより、箱部２３と枠部２４のそれぞれを樹脂製の一体成型品
として成形することができ、かつ、トイレ本体部２の全体を頑丈に形成することができる
。
【００３７】
　また、箱部２３は、上部で外径が大きく、下部で外径が小さくなるように、前面部２３
１が傾斜されている。すなわち、箱部２３の前面部２３１は、上部よりも下部が相対的に
後方になるように傾斜されている。このようにすることにより、便座４に腰掛ける使用者
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は、足を便座４の前縁の真下または前縁よりも後方まで引き寄せることができる。使用者
は、便座４に腰掛けたり、便座４から立ち上がったりする際に、体を主に上下方向に動か
すだけでよくなり、着座と立ち上がりの動作が容易になる。
【００３８】
　次に、バケツ６について詳細に説明する。
【００３９】
　図７と図８に示すように、バケツ６は主に、水や汚物を収容する収容部６１と、使用者
がバケツ６を保持するための取っ手６５と、バケツ６を床面上などに置く場合に収容部６
１を支持する脚部６６とから構成されている。バケツ６は上面部全体に開口部６０が形成
されている。開口部６０は、後述する補助蓋７によって閉塞され得る。開口部６０を形成
するバケツ６の周壁上端には、バケツ６の外側に張り出すように形成されるフランジ部６
００が形成されている。フランジ部６００の外径はトイレ本体部２の受け部３（図６等）
の開口部３０の径よりも大きい。さらに、フランジ部６００は下側に向かって延びる折り
返し部６０１を含む。折り返し部６０１に取っ手６５が取り付けられている。取っ手６５
は、回動軸６５１を介して折り返し部６０１に取り付けられており、折り返し部６０１の
外径よりも大きな内径を有する。
【００４０】
　バケツ６の収容部６１内において、後方側の下部には、段差６４が設けられている。段
差６４は、収容部６１内に所定の体積の水が収容されているときの水面の高さを示す印で
あって、使用者がポータブルトイレ１の蓋５と補助蓋７を開けた状態で、容易に視認する
ことのできる位置に形成されている。なお、段差６４は、使用者によって全体が視認され
る必要はなく、少なくとも一部が視認できればよい。この実施形態においては、段差６４
は、例えば、収容部６１内に１リットルの体積の水が収容されるときに水面の高さとなる
位置に形成される。このようにすることにより、所定の体積の水が溜められていることを
容易に確認することができるので、節水でき、収容部６１内に水を収容し過ぎることがな
い。
【００４１】
　なお、この実施形態においては、バケツ６の中に所定の体積の水が収容されるときの水
面の位置を示す印として、収容部６１の内側壁面に段差６４を形成しているが、印は、例
えば視認しやすい色で着色された目盛線や図形や文字や、溝、突起、収容部の内側全周に
はめ込まれるリング等であってもよい。
【００４２】
　取っ手６５の回動軸６５１は、バケツ６の中に印の位置まで水を収容した状態で使用者
が取っ手６５を保持してバケツ６を吊り下げた場合に、水を収容したバケツ６の重心Ｇと
回動軸６５１とが略鉛直線上に整列するように配置されている。このようにすることによ
り、水を収容したバケツ６をポータブルトイレ１から外して移動する時に、バケツ６から
水がこぼれにくくなる。
【００４３】
　バケツ６の脚部６６は、収容部６１の外側底面から下に向かって突出しているリブによ
って構成されている。収容部６１の前面部６１０は傾斜されており、収容部６１は上部で
径が大きく、下部で径が小さくなっている。収容部６１の内部は、左右対称に形成されて
いる。
【００４４】
　収容部６１の内側底面には、前方から後方に向かって水平面に対して略一定の傾斜角度
θを有し、前方側で高く、後方側で低くなるように傾斜部６２が形成されている。傾斜部
６２は、収容部６１の底面の前部から後部にかけて略平板状に形成されている。なお、収
容部６１の底面は略平板状でなくてもよく、例えば下側に向けて円弧状に窪んだ形状等で
もよい。傾斜部６２は、少なくともバケツ６の前後方向の中央部から後端部までの間に形
成されていればよい。この実施形態においては、傾斜部６２は、バケツ６の底面の後方側
約３分の２の幅を占める部分に形成されている。傾斜部６２の水平面に対する傾斜角度θ
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は、この実施形態においては、１０°である。傾斜角度θは、５°≦θ≦１５°であるこ
とが好ましい。
【００４５】
　この実施形態においては、例えば、収容部６１内に１リットルの体積の水を収容したと
き、開口部６０の重心Ｇから水面までの距離が１２～１６ｃｍになるように、収容部６１
の径と傾斜角度θが定められる。使用者が臀部から尿や便を拭き取るときには、開口部６
０からバケツ６内に手やトイレットペーパーが差し込まれる。このとき、開口部６０から
水面までの距離が小さいと、手やトイレットペーパーが汚水に触れてしまい、不衛生であ
る。一方、開口部６０から水面までの距離が大きいと、使用時に尿や便が着水したときに
水が跳ね上がることがある。
【００４６】
　そこで、開口部６０の重心Ｇから水面までの距離を１２～１６ｃｍになるようにするこ
とによって、使用者が臀部から尿や便を拭き取るときに開口部６０からバケツ６内に手を
差し込んでも、手やトイレットペーパーが水に触れる恐れを軽減し、かつ、使用時に尿や
便が着水するときに水が跳ね上がる恐れを軽減することができる。
【００４７】
　なお、開口部６０の重心Ｇとは、バケツ６の開口部６０を形成する周縁によって囲まれ
る面の重心Ｇである。また、開口部６０の重心Ｇから水面までの距離とは、重心Ｇから水
面に向かって垂線を引いた時の重心Ｇから水面までの垂線の長さ、すなわち、重心Ｇと水
面との最短距離である。
【００４８】
　このように、収容部６１の内側底面に傾斜部６２を形成することによって、収容部６１
の径が同じであって傾斜部６２が形成されていない場合と比較して収容部６１の底面から
水面までの高さ、すなわち、所定の水位を得るために必要な水の体積を減少させて節水す
ることができる。
【００４９】
　図９と図１０に示すように、バケツ６の傾斜された前面部６１０には、中央部において
内側に隆起しており、かつ、バケツ６の上部から下部まで尾根状に延びる隆起部６１１と
、隆起部６１１の左右方向両側に配置されて隆起部６１１に沿ってバケツ６の上部から下
部まで谷状に延びる樋部６１２とが形成されている。樋部６１２は、前面部６１０の内壁
面の凹部として形成されている。隆起部６１１と底面の傾斜部６２、樋部６１２と底面の
傾斜部６２とは、それぞれ、なだらかな曲面で接続されている。
【００５０】
　なお、この実施形態においては、バケツ６の脚部６６によって、バケツ６を床面に置い
たときにも、底面の傾斜部６２が前方側で高く、後方側で低くなるように傾斜されている
。しかしながら、バケツ６の底面の傾斜部６２は、バケツ６がポータブルトイレ１の受け
部３の開口部３０に装着されたときに前方側で高く、後方側で低くなるように傾斜されれ
ばよく、バケツ６を床面に置いたときには傾斜しなくてもよい。
【００５１】
　次に、バケツ６が装着される受け部３について説明する。
【００５２】
　図１１に示すように、受け部３は、外形が略方形の部材である。受け部３の後方側には
、便座４と蓋部５を回動自在に取り付けるための軸受け部３５が形成されている。受け部
３の中央には、縁壁３１で囲まれて区画された、周囲の閉じた開口部３０が形成されてい
る。縁壁３１の径は、バケツ６の上端のフランジ部６００の内径よりも大きく外径よりも
小さく形成されている。
【００５３】
　受け部３の上面には、開口部３０の外側を囲むように、周囲の閉じた環状の溝部３２が
形成されている。溝部３２は凹部として形成されており、底面３３は閉じている。溝部３
２の内側において後部には、溝部３２の底面から上向きに突出する突起３４が形成されて
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いる。突起３４は、取っ手支持部の一例である。
【００５４】
　次に、バケツ６を受け部３に装着し、さらに、受け部３に便座４を取り付けた状態につ
いて説明する。
【００５５】
　図１２（Ａ）と（Ｂ）に示すように、便座４を下げた状態、すなわち、使用者が便座４
上に腰掛けることができる状態では、便座４の開口部４０を通して、バケツ６の内側の前
面部６１０と底面の傾斜部６２とが視認される。また、便座４の開口部４０の短径方向の
幅が最大となる位置Ｐの鉛直下の前後にわたって、バケツ６の底面の傾斜部６２が形成さ
れている。傾斜部６２は、特に、収容部６１の底部の前端から後端までの全域に形成され
ていることが好ましい。
【００５６】
　このように、便座４の開口部４０を通して視認できるような位置において、バケツ６の
前面部６１０の上部から下部まで隆起部６１１が配置されることによって、排尿時に尿が
隆起部６１１に当たりやすくなる。隆起部６１１は使用者側に突出しており、バケツ６の
前面部６１０の他の部分よりも使用者からの距離が近いので、隆起部６１１が形成されて
いない場合と比較して排尿時の音を弱くすることができる。
【００５７】
　また、バケツ６の前面部６１０の上部から下部まで樋部６１２が形成されていることに
よって、使用者や介護者がブラシ等で収容部６１内を清掃するときに、ブラシを、樋部６
１２の延びる方向に沿って、バケツ６の前面部６１０の上部から下部まで、好ましくはさ
らには傾斜部６２まで一気に動かしやすくなる。このようにすることにより、汚物を収容
するバケツ６の清掃を容易にすることができる。
【００５８】
　また、上述のように、少なくとも便座４の開口部４０の短径方向の幅が最大となる位置
の鉛直下の前後にわたって、バケツ６の底面の傾斜部６２が形成されていることによって
、使用者の排泄する便等は、傾斜部６２上に落下しやすくなる。傾斜部６２上に落下した
便等は、傾斜部６２を、低い方、すなわち、後方へと滑り落ちて、収容部６１に貯められ
た水の中へと流れ落ちやすくなる。さらにまた、便等が傾斜部６２上の水深の浅い位置に
落ちることによって、水跳ねを抑えることができる。
【００５９】
　図１３に示すように、バケツ６は、フランジ部６００の下面が縁壁３１の上端で支持さ
れて、受け部３の開口部３０の中に装着されている。フランジ部６００の折り返し部６０
１は、縁壁３１の外側面に対向している。このように、バケツ６の収容部６１の外周壁面
と折り返し部６０１の内側面とで縁壁３１を挟むことによって、バケツ６の位置を安定さ
せることができる。また、例えばポータブルトイレ１が揺れたり、衝撃が与えられたりし
て、バケツ６の中に収容された水や汚物が跳ね上がった時には、水は、バケツ６と受け部
３との間の隙間を通って落下してしまうことなく、溝部３２内に溜められる。このように
することにより、バケツ６の中の水が跳ね上がってバケツ６の上端からこぼれた場合にも
、ポータブルトイレ１の全体を清掃する必要はなく、溝部３２を清掃するだけでよい。
【００６０】
　また、バケツ６の取っ手６５は、少なくとも一部は溝部３２の内部に収容されているが
、後方側では溝部３２の底面３３から上向きに突出する突起３４によって下から支持され
ており、少なくとも後方側においては、溝部３２の底面３３から、手の指先が通る程度、
離間されて支持されている。このようにすることにより、使用者は、バケツ６の上端から
こぼれて溝部３２に溜まった水や汚物に手を触れずに、取っ手６５を掴みやすくなる。な
お、取っ手６５の支持部としての突起３４は、この実施形態においては溝部３２内におい
て後部に形成されているが、前方側に形成されていてもよい。
【００６１】
　次に、補助蓋７について説明する。
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【００６２】
　図１４から図１６に示すように、補助蓋７は、上面においては、周縁部よりも内側がく
ぼみ、中央部には上向きに突出した取っ手７４が形成されている。補助蓋７は、便座４の
開口部４０の全体を上方から覆うことが可能な大きさを有する蓋板部７０と、蓋板部７０
の下面から下向きに、膨出するように突出する蓋裏突出部７１と、少なくとも蓋裏突出部
７１の前方側または後方側の一部において蓋裏突出部７１の下面から下向きに、壁状に突
出する堰部７３とを含む。堰部７３には、堰部７３よりも相対的にくぼんだ凹部７２が形
成される。堰部７３は、この実施形態においては、蓋裏突出部７１の全周囲の内側に延在
している。蓋板部７０上における蓋裏突出部７１の外形は、便座４の開口部４０の形状と
略相似形であって便座４の開口部４０よりも小さい。
【００６３】
　図１７に示すように、補助蓋７は、一例として、蓋板部７０の周縁がバケツ６のフラン
ジ部６００の上に載せられて、バケツ６の開口部６０を上から覆って閉塞し、便座４の開
口部４０を下から覆って閉塞する。また、別の例として、蓋板部７０の周壁が便座４上に
載せられて、便座４の開口部４０もバケツ６の開口部６０も、上から覆って閉塞してもよ
い。バケツ６をポータブルトイレ１から取り外して移動するときには、補助蓋７０は、バ
ケツ６の開口部６０を直接、閉塞するようにバケツ６のフランジ部６００上に載せられる
。
【００６４】
　補助蓋７の蓋裏突出部７１には、結露水や、バケツ６内から跳ね上がった水が付着しや
すい。蓋裏突出部７１の少なくとも前方側または後方側の一部に堰部７３を形成すること
によって、使用者が手首を上に、または、下に反らして補助蓋７を持ち上げたときに、蓋
裏突出部７１に付着した結露水等は、凹部７２の中に溜められる。凹部７２に溜められた
水は、補助蓋７を傾けたとき、堰部７３に堰止められて、垂れ落ちにくい。このようにす
ることにより、蓋裏突出部７１に付着した結露水等が不用意に便座４の上やポータブルト
イレ１の外に落ちることを防ぐことが可能になる。
【００６５】
　なお、堰部７３は、この実施形態のように蓋裏突出部７１の全周囲に延在していてもよ
く、蓋裏突出部７１の少なくとも前方側または後方側の一部に、例えば帯状に形成されて
いてもよい。また、堰部７３は、蓋裏突出部７１の下面に直交するように延びる壁状でな
くてもよく、例えば、蓋裏突出部７１上の一部を覆ってポケットを形成するように、蓋裏
突出部７１から突出していてもよい。
【００６６】
　以上のように、本発明に従ったポータブルトイレ１を要約すれば、次の通りである。
【００６７】
　ポータブルトイレ１は、縁壁３１によって区画された開口部３０が形成された上面部を
有するトイレ本体部２の受け部３と、上面部の縁壁３１を介して受け部３の開口部３０の
中に着脱可能に装着される、開口部６０を有するバケツ６と、開口部４０を有し、バケツ
６の上方において上面部へ回動自在に取り付けられる便座４とを備える。
【００６８】
　バケツ６の底面部３３は、バケツ６が受け部３の開口部３０の中に装着された状態にお
いて、前方から後方に向かって水平面に対して略一定の傾斜角度を有し、前方側が高く、
後方側が低くなるように配置される傾斜部６２を含む。また、バケツ６の中に１リットル
の体積の水が収容されるときの水面は、開口部６０の重心Ｇから１２～１６ｃｍ下方の距
離に位置する。
【００６９】
　また、ポータブルトイレ１においては、バケツ６は前面部６１０を有する。前面部６１
０は、バケツ６の内部に向けて隆起しており、かつ、バケツ６の上部から下部まで尾根状
に延びる隆起部６１１と、隆起部６１１の左右方向両側に配置されて隆起部６１１に沿っ
てバケツ６の上部から下部まで谷状に延びる樋部６１２とを含む。
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【００７０】
　また、ポータブルトイレ１においては、バケツ６の内側壁面には、バケツ６の中に１リ
ットルの体積の水が収容されるときの水面の位置を示す段差６４が設けられている。
【００７１】
　また、ポータブルトイレ１においては、バケツ６は、バケツ６に対して回動自在である
ように回動軸６５１に軸支された取っ手６５を有し、回動軸６５１は、バケツ６の中に段
差６４の位置まで水を収容した状態で使用者が取っ手６５を保持してバケツ６を吊り下げ
た場合に、水を収容したバケツ６の重心と回動軸６５１とが略鉛直線上に整列するように
配置されている。
【００７２】
　また、ポータブルトイレ１においては、傾斜部６２は、バケツ６が受け部３の開口部３
０の中に装着された状態において、少なくとも開口部４０の短径方向の幅が最大となる位
置Ｐの鉛直下に配置されている。
【００７３】
　また、ポータブルトイレ１においては、水平面に対する傾斜部６２の傾斜角度θは、バ
ケツ６が受け部３の開口部３０の中に装着された状態において、少なくとも５°以上であ
る。
【００７４】
　また、ポータブルトイレ１においては、受け部３の上面部の上側表面において縁壁３１
の外側には溝部３２が形成されている。
【００７５】
　また、ポータブルトイレ１においては、バケツ６は、バケツ６に対して回動自在である
ように回動軸６５１に軸支された取っ手６５を有し、溝部３２は、バケツ６が受け部３の
開口部３０の中に装着された状態において、取っ手６５の少なくとも一部が溝部３２の内
部に収容されるように構成されている。
【００７６】
　また、ポータブルトイレ１においては、バケツ６が受け部３の開口部３０の中に装着さ
れた状態で取っ手６５の少なくとも一部が溝部３２の内部に収容された状態において、溝
部３２の内側底面３３と取っ手６５とが離間されるように取っ手６５を支持する突起３４
を有する。
【００７７】
　また、ポータブルトイレ１においては、バケツ６はバケツ６の外側に張り出すように形
成されるフランジ部６００を含む。フランジ部６００の外径は受け部３の開口部３０の径
よりも大きい。さらに、フランジ部６００は下側に向かって延びる折り返し部６０１を含
み、折り返し部６０１は、バケツ６が受け部３の開口部３０の中に装着された状態におい
て、溝部３２の内部において縁壁３１の側面に対向するように配置される。
【実施例】
【００７８】
　本発明のポータブルトイレの効果を確認するため、以下の実験を行った。効果を評価す
る対象ととなるポータブルトイレとしては、上述の実施形態で説明したポータブルトイレ
を用いた。便座の厚みは、平均で４ｃｍであった。バケツの開口部は、短径が２４ｃｍ、
長径が３４ｃｍの卵形であった。バケツの最深部は、開口部の重心からの距離が１８ｃｍ
であった。バケツに１リットルの体積の水を入れたとき、開口部の重心から水面までの距
離は１５ｃｍであった。
【００７９】
　（１）バケツ内壁面への汚物付着防止について
　便座の開口部からバケツの内側底面に向かって擬似便を自由落下させる場合に、擬似便
がバケツの内側底面に付着するか否かを確認するため、傾斜させて水に浸漬させた樹脂板
上に擬似便を落下させて、樹脂板上への擬似便の付着の程度を評価した。擬似便を落下さ
せるとき、擬似便の上端から水面までの距離は１９ｃｍであった。
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【００８０】
　擬似便は、材料として味噌、シリカ、タルク、オクタン酸、水の混合物を用いた。大き
さは、直径約３０ｍｍ、長さ約１００ｍｍ、重さは約６４ｇであった。樹脂板の材質は、
ポリプロピレンであった。傾斜面の角度は、３°、５°、１０°、１５°であった。
【００８１】
　結果を表１に示す。表１において、「○」は擬似便が滑り落ちて樹脂板に付着しなかっ
た場合、「△」は擬似便は滑り落ちたものの樹脂板への付着も観察された場合、「×」は
擬似便がほとんど滑り落ちず、樹脂板に付着した場合を表す。
【００８２】
【表１】

【００８３】
　（２）使用時の水跳ねの防止について
　便座の開口部からバケツの内側底面に向かって擬似便を自由落下させる場合に、水跳ね
が生じるか否かを確認するため、擬似便を、上述の実施形態のポータブルトイレの便座上
面の高さからバケツ内部に自由落下させて、水跳ねの有無を評価した。擬似便を自由落下
させるときには、擬似便の上端が便座上面部の高さになるようにした。深さの異なるバケ
ツを複数用意し、それぞれのバケツには１リットルの体積の水を収容し、バケツによって
、バケツの開口部の重心から水面までの距離が異なるようにした。擬似便は、上述の（１
）と同様のものを用いた。便座の上面から、擬似便を落下させる穴を開けた透明なプラス
チック板で開口部を覆い、水跳ねした水滴の数を数えた。それぞれの高さについて、５回
ずつ実験を繰り返した。
【００８４】
　結果を表２に示す。表２において、点数は、５回の実験で水跳ねした水滴の数の合計を
表す。
【００８５】
【表２】

【００８６】
　（３）使用者が臀部を拭き取るときの衛生性について
　使用者が、臀部をトイレットペーパーで拭き取るときに、便座の開口部から差し入れた
手やトイレットペーパーがバケツの中に貯められた水に触れるか否かを確認した。上述の
実施形態のポータブルトイレの便座に被験者が腰掛け、身体の前側から（前拭き）、およ
び、身体の後ろ側から（後拭き）便器の中に手を差し入れて、手やトイレットペーパーが
濡れない水面の高さを検討した。深さの異なるバケツを複数用意し、それぞれのバケツに
は１リットルの体積の水を収容し、バケツによって、バケツの開口部の重心から水面まで
の距離が異なるようにした。
【００８７】
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　結果を表３に示す。表３において、「○」は手もトイレットペーパーも水に触れなかっ
た場合を表し、「×」は手またはトイレットペーパーが水に触れた場合を表す。
【００８８】
【表３】

【００８９】
　以上の結果から、傾斜部の傾斜角度θを、好ましくは５°≦θ≦１５°として、バケツ
の開口部の重心から水面までの距離を１２～１６ｃｍの範囲内にすることにより、バケツ
の内壁面が汚れにくく、衛生を保ちやすくすることができることがわかった。
【００９０】
　以上に開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考慮
されるべきである。本発明の範囲は、以上の説明ではなく、特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変形を含むものである。
【符号の説明】
【００９１】
　１：ポータブルトイレ、２：トイレ本体部、３：受け部、３０：受け部の開口部、３１
：縁壁、３２：溝部、３３：底面、３４：突起、４：便座、４０：便座の開口部、６：バ
ケツ、６０：バケツの開口部、６００：フランジ部、６０１：折り返し部、６１０：前面
部、６１１：隆起部、６１２：樋部、６２：傾斜部、６４：段差、６５：取っ手、６５１
：回動軸、７：補助蓋、７０：蓋板部、７１：蓋裏突出部、７３：堰部。



(15) JP 2015-12902 A 2015.1.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(16) JP 2015-12902 A 2015.1.22

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(17) JP 2015-12902 A 2015.1.22

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(18) JP 2015-12902 A 2015.1.22

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】



(19) JP 2015-12902 A 2015.1.22

フロントページの続き

(72)発明者  林田　良太
            東京都新宿区若葉一丁目２１番地　マンションリキュー４３　有限会社ニドインダストリアルデザ
            イン事務所内
Ｆターム(参考) 2D036 HA02  HA12  HA22  HA25  HA31  HA32  HA45 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

